
「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」

「社会福祉連携推進法人の立ち上げに向けた支援」について

【社会福祉法人Ｃ】【社会福祉法人Ａ】 【社会福祉法人Ｂ】

設立が見込まれるグループ

【学校法人Ｄ】

• 社会福祉連携推進法人の立ち上げに当たっては、事前に参加予定の法人の課題の把握と行う事務・会費の検討等を行い、社

会福祉連携推進方針を策定することとなる。本補助金において、希望するグループが円滑に法人の設立を行うため、設立前

に法人間で行う設立準備会や合同研修会、地域リサーチ経費等の設立に要する経費について補助するもの。

都道府県、指定都市、中核市、一般市

社会福祉連携推進法人の設立が見込まれる社会福祉法人等のグループ

１の連携推進法人につき１回に限り、1,000千円以内

都道府県・指定都市・中核市・一般市
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スムーズな連携

効果的な業務実施

設立準備会の開催

・会費の決定

・実施業務の決定 等

実施主体

補助対象

補助基準額

【令和５年度予算】生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の内数

合同研修会の開催

・各法人の事務課題の検討

・地域課題の共有 等


